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第55回定時株主総会における感染防止の対応について

　当社は、2021年２月期の第55回定時株主総会につきまして、新型コロナウイルスの感染予防
及び拡散防止のため、株主の皆様の安全を第一に考え、時間の短縮や座席の間隔を広くする等、
例年よりも縮小した規模で開催させていただくことを決定いたしました。
　株主総会会場にご来場の株主の皆様におかれましては、十分なお席が確保できない可能性がご
ざいます。万が一お席がご用意できない場合、何卒ご容赦いただきますようお願い申しあげま
す。
　また、株主の皆様におかれましては、可能な限り郵送にて議決権の事前行使をお願い申しあげ
ます。
　郵送による議決権の事前行使は、2021年５月26日（水曜日）午後５時30分到着分まで有効
となります。
　株主の皆様におかれましては、大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますよう、
よろしくお願い申しあげます。

以 上
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ご注意とお願い
・株主総会にご参加いただく株主の皆様におかれましては、株主総会開催日現在の感染状況や
ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願
い申しあげます。
・役員及び株主総会の運営メンバーにおきましても、マスクを装着して対応させていただく予
定でおり、株主総会会場においても感染予防のための措置を講じる場合がございます。ご理
解、ご協力のほどお願い申しあげます。
・今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、下記ウェブサイトにてお知
らせいたします。
（http://wadakohsan.on.arena.ne.jp/）
・株主総会へご出席の株主の皆様へのお土産は昨年から廃止させていただいております。何卒
ご理解いただきますようお願い申しあげます。
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（証券コード 8931）
2021年５月11日

株 主 各 位
神戸市中央区栄町通四丁目２番13号
和 田 興 産 株 式 会 社
代表取締役社長 高 島 武 郎

第55回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年５月26日（水曜日）午
後５時30分までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげ
ます。

敬 具
記

１．日 時 2021年５月27日（木曜日）午前10時 （受付開始 午前9時15分）
２．場 所 神戸市中央区栄町通四丁目２番13号

当社本店 ＷＡＤＡホール
（末尾記載の株主総会「会場」ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項
報 告 事 項 第55期（2020年３月１日から2021年２月28日まで）事業報告及び計算書

類の内容報告の件
決 議 事 項
第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

あげます。
◎ 事業報告、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社
ウェブサイト（http://wadakohsan.on.arena.ne.jp/）に掲載させていただきます。
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　（添付書類）
事 業 報 告

　

（2020
2021

年３月
年２月

１
28
日から
日まで）

　
１．会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大等による２度の緊急
事態宣言の発令などで経済活動の自粛を余儀なくされておりましたが、国内外の経済活動の
再開や政策支援により回復傾向がみられております。但し本格的な成長回復過程には今しば
らく時間を要するものと見込まれております。
不動産業界におきましては、政策支援による住宅ローンの低金利が継続されていることや

コロナ禍における住まいへの関心の高まりなどにより、住宅関連については底堅く推移して
おりますが、用地価格・建築コストの高止まりによる販売価格の上昇等の影響が懸念されて
おります。
こうした事業環境のなか、当社は新たな開発用地取得や販売契約の獲得を目指し営業活動
に取り組んでまいりました。
その結果、当事業年度における売上高は39,806百万円（前期比99.3％）、営業利益は
2,737百万円（同83.2％）、経常利益は1,918百万円（同78.5％）、当期純利益は1,267百万
円（同71.2％）となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（分譲マンション販売）
主力の分譲マンション販売におきましては、開発基盤となる用地価格や建築コストが上昇
しているものの、住宅ローン金利の低水準や住まいに利便性を求める傾向が強まっているこ
とから、分譲マンション市場は比較的堅調に推移するなか、当社としましては、新規発売物
件を中心に契約獲得に向けた販売活動及び引渡計画の推進に注力してまいりました。
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その結果、当事業年度における発売戸数は、神戸・明石・阪神間を中心に、20棟898戸
（前期比223.9％）を発売するとともに、契約については、664戸（同108.5％）、34,932
百万円（同121.5％）を契約し、それにより期末時点の契約済未引渡戸数は722戸（同98.2
％）となり、当該残高を35,934百万円（同109.9％）としております。また、ワコーレ大
阪新町タワーレジデンス等14棟が当事業年度に竣工したことにより、引渡戸数については
677戸（同122.0％）となり、売上高は31,697百万円（同102.6％）、セグメント利益は
2,178百万円（同91.0％）となりました。

（戸建て住宅販売）
戸建て住宅販売におきましては、新規発売物件を中心に契約獲得に向けた販売活動に注力
してまいりましたが、軟調に推移しました。その結果、当事業年度における戸建て住宅は
44戸の引渡しにより、売上高は2,303百万円（前期比109.3％）、セグメント利益は17百万
円（前年同期は9百万円のセグメント損失）となりました。

（その他不動産販売）
その他不動産販売におきましては、賃貸マンション・宅地等22物件を販売し、売上高は
2,551百万円（前期比61.1％）、セグメント利益は150百万円（同21.5％）となりました。

（不動産賃貸収入）
不動産賃貸収入におきましては、当社が主力としております住居系は比較的安定した賃料
水準を維持しており、入居率向上と滞納率の改善に努めると同時に、最適な賃貸不動産のポ
ートフォリオ構築のため、新規物件の取得など賃貸収入の安定的な確保を目指してまいりま
した。
　その結果、当事業年度の不動産賃貸収入は3,140百万円（前期比110.7％）、セグメント
利益は1,172百万円（同125.9％）となりました。

（その他）
当事業年度におけるその他の売上高は、保険代理店手数料収入及び解約手付金収入等で
114百万円（前期比174.8％）、セグメント利益は103百万円（同167.8％）となりました。

　
（2）設備投資の状況

事業用固定資産（賃貸用不動産）の購入等715百万円、分譲マンションの販売拠点である
マンションギャラリーの建設等167百万円及び本社設備等の購入も含め総額904百万円の設
備投資を行いました。
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（3）資金調達の状況
当事業年度における資金調達は、金融機関からの借入金等により事業用資金として
19,345百万円、運転資金として6,300百万円を調達しております。
具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資
金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジ
ェクト単位で資金調達を行うことを基本としており、金融機関からの借入金を中心に、必要
資金を十分確保できております。
また、公募増資などの直接金融も含めた調達方法の多様化や金融機関の特性に応じた取引
の推進等にも取り組んでおり、大型プロジェクトに対応したコミット型シンジケートローン
の取り組みや、一棟売り小型賃貸住宅の開発資金向けコミットメントラインの設定、プロジ
ェクト展開地域を主要地盤とする金融機関の活用の他、当事業年度では新型コロナウイルス
感染拡大に伴う資金面への備えとしたコミットメントラインの組成を行うなど、資金調達の
円滑化に向けた対応を進めております。

　
（4）対処すべき課題

足下の事業環境につきましては、国内景気は雇用・所得環境の改善が続くなかで緩やかな
回復基調が継続しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の収束が依然みられないなど
国内外の経済動向は先行き不透明な状況であります。
さらに、中長期的には、少子・高齢化の進展に伴う需要の減退、巨額の財政赤字に伴う税
負担や社会保障への不安など、克服すべき課題が数多くあり、将来に向けた着実な施策の実
行が求められている状況となっております。
当社が属する不動産業界におきましては、住宅ローンの低金利の安定や税制面の政策支援
効果等により、分譲マンション等の販売に関しては概ね順調に推移してまいりましたが、用
地価格や建築コストのさらなる上昇等を背景とした販売価格上昇の動きを受け、首都圏を中
心に販売面において変化がみえるなど、早急に対処すべき課題も有しております。
このような環境のなか、当社としましては、長年に亘って築き上げてきたネットワークを
有効活用し、適正価格での用地仕入れを進めることで、一次取得者をはじめ、多くのユーザ
ーの方々に受け入れていただける価格帯での物件提供を徹底していくとともに、長年に亘り
お住まいいただける品質面の向上は当然のこと、省エネルギーや利便性、安全性にも配慮し
た付加価値の高い住宅開発も進めていきたいと考えております。
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さらに、多様化する住宅ニーズを踏まえ、コンパクト型の分譲マンションや木造戸建て住
宅の開発に加え、賃貸事業にも注力し、当社の得意とする地元地域を中心に、住まいを軸と
した不動産業の地位を確立していきたいと考えております。
主力の分譲マンション事業が堅調に推移するなか、事業年度末時点において、翌事業年度
以降に竣工・引渡しを予定しておりますマンションの販売契約を積み上げていくことが将来
に向けた事業、収益の安定性確保に繋がるとの認識のもと、長年の間、地元地域を中心に一
定の供給戸数を維持することで築いてまいりましたブランド力を背景に、戦略的に用地仕入
れを進め、スピード感を持った供給体制を通じて、契約の早期獲得といった事業サイクルを
さらに推し進めるとともに、大阪市を主要ターゲットとした周辺地域への事業エリア拡大に
も注力してまいります。
加えて、地元を中心とした設計事務所・建築会社と緊密な関係を保ちつつ、コストの適正
化と品質の向上の両立にも努めてまいります。
戸建て事業におきましては、マンション事業に比べ、用地取得から引渡しまでの事業期間

が短縮されることから、より一層用地仕入れに注力することで、年間販売戸数の安定的な確
保を目指してまいります。
賃貸事業におきましては、当社全体の収益の安定性に寄与するため、営業力の強化や物件
管理を適切に進めることで、稼働率の維持に努めつつ、最適な賃貸資産のポートフォリオ構
築のため、機動的な物件の入れ替えも進めてまいります。
その他事業の取り組みとしまして、木造や鉄骨造の小型収益物件の一棟販売にも注力する
とともに、マンション管理業務等、ノンアセットビジネスを含む、事業領域の拡大に着手し
てまいります。
また、コーポレートガバナンスの強化が求められるなかにあって、コーポレートガバナン
ス・コードに則して、引き続き、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダー
との適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保等、基本原則に示された事項について、取
締役会等を中心としたガバナンスの発揮を通じて、適切な体制の構築を図ってまいります。
一方、財務面におきましては、プロジェクトにかかる機動的な用地仕入れが可能となるよ

う、引き続き、資金調達の円滑化、多様化を図ることにより、資金繰りの安定化も含め、効
率的な運営を進めてまいります。
以上のような課題に対処することにより、企業価値向上を目指すとともに、安定成長ので
きる企業へ発展することで株主の皆様のご期待に応える所存であります。
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株主の皆様におかれましては、今後ともご理解とより一層のご支援を賜りますようよろし
くお願い申しあげます。

（5）財産及び損益の状況
　

区 分 第52期
2018年２月

第53期
2019年２月

第54期
2020年２月

第55期
2021年２月

売 上 高 （千円） 35,149,811 39,287,156 40,093,101 39,806,779
経 常 利 益 （千円） 2,424,749 2,687,945 2,442,474 1,918,045
当 期 純 利 益 （千円） 1,589,379 1,843,307 1,781,368 1,267,767
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 158.23 166.07 160.49 114.22
総 資 産 額 （千円） 87,603,413 86,292,983 89,613,357 92,335,634
純 資 産 額 （千円） 21,063,803 22,558,627 23,978,695 24,882,377
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 1,897.67 2,032.35 2,160.29 2,241.71

　

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。
２．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

　
（6）重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。
　
（7）主要な事業内容（2021年２月28日現在）
　 ① 不動産販売事業

分譲マンション、戸建て住宅並びに宅地等の開発及び販売
　 ② 賃貸その他事業

マンション、店舗並びに駐車場等の賃貸及び管理
　
（8）主要な営業所（2021年２月28日現在）

本 社：兵庫県神戸市中央区栄町通四丁目２番13号
大阪営業所：大阪府大阪市北区梅田一丁目11番４-1800 大阪駅前第４ビル18階
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（9）従業員の状況（2021年２月28日現在）
　

当事業年度末従業員数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
105名 －名 39.5歳 10年６ヶ月

　

（注）出向受入社員、契約社員、派遣社員（計17名）は含んでおりません。
　
（10）主要な借入先及び借入額（2021年２月28日現在）
　

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 8,902,297千円
株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 7,375,301千円
株 式 会 社 み な と 銀 行 4,082,053千円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 3,287,516千円
神 戸 信 用 金 庫 3,151,966千円
兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 2,503,398千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,314,636千円
日 新 信 用 金 庫 2,166,800千円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,104,243千円
オ リ ッ ク ス 銀 行 株 式 会 社 2,033,000千円
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 1,692,844千円

　

（注）当社は賃貸不動産用資金及び分譲ＰＪ用資金として株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジ
ケートローン契約（契約総額13,186,000千円）を締結しており、当事業年度末の借入残高は4,959,631
千円であります。

　
（11）その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 34,400,000株

（2）発行済株式の総数 11,100,000株
（自己株式248株を含む）

（3）株主数 4,052名

（4）大株主
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株式会社四三二 2,500,000株 22.52％
和田 憲昌 1,359,500株 12.25％
和田 剛直 1,054,000株 9.50％
大阪中小企業投資育成株式会社 560,600株 5.05％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 259,700株 2.34％
頴川 欽和 209,900株 1.89％
柏木 修 200,000株 1.80％
SIX SIS LTD. 172,910株 1.56％
合資会社水谷商店 163,100株 1.47％
株式会社日住サービス 144,400株 1.30％

　

（注）持株比率は、自己株式（248株）を控除して計算しております。
　
３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（2021年２月28日現在）

　

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 会 長 和 田 憲 昌
代 表 取 締 役 社 長 高 島 武 郎
取 締 役 副 社 長 和 田 剛 直 社長補佐
常 務 取 締 役 横 山 勝 久 総務部 保険業務室 ＩＴ推進室 業務審査室統括責任者

常 務 取 締 役 濱 本 聡 分譲マンション事業第一部 第二部 第三部 発注支援室
プロジェクト支援室 戸建事業部 事業推進部統括責任者

取 締 役 溝 本 俊 哉 総合企画部 ブランド戦略室統括責任者
総合企画部長

取 締 役 三 木 健 司 分譲マンション事業第三部長

取 締 役 齋 藤 富 雄 公益財団法人ひょうご環境創造協会会長
関西国際大学セーフティマネジメント教育研究所長

取締役（常勤監査等委員） 幸 嶋 正 明
取締役（監査等委員） 木 村 武 志
取締役（監査等委員） 前 田 憲 作 前田憲作税理士事務所代表（税理士）

取締役（監査等委員） 澤 田 恒 澤田・中上・森法律事務所（弁護士）
神姫バス株式会社監査役

　

（注）１．齋藤富雄、木村武志、前田憲作、澤田恒は社外取締役であります。
２．当社は、齋藤富雄、木村武志及び澤田恒を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て
おります。

３．当社では、経営効率の向上並びに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しておりま
す。執行役員は２名であり、賃貸事業部長 黒川宏行、不動産事業部長 大槻康成であります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
　 委員長 幸嶋正明 委員 木村武志 委員 前田憲作 委員 澤田恒
５．当社は、常勤の監査等委員を１名選定しております。その理由は、取締役会以外の重要な会議への
出席や内部監査部門等との連携、執行部門からの定期的な報告の受領等を行い、これらの情報を監
査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるためであ
ります。
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（2）非業務執行取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、2015年５月27日開催の第49回定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執

行取締役または支配人その他の使用人を兼務する者を除く。）の責任限定契約に関する規定
を設けております。当該定款に基づき、当社が非業務執行取締役と締結する責任限定契約の
概要は次のとおりであります。
非業務執行取締役は、会社法第423条第１項の責任について、その職務をなすにつき善意
でかつ重大な過失がないときは、下記(a)及び(b)の金額の合計金額を限度として、損害賠償
責任を負担するものとする。
(a) その在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の１
年間当たりの額に相当する額として、会社法施行規則第113条で定める方法により算定
される額に２を乗じて得た額。

(b) 当社の新株予約権を引き受けた場合（会社法第238条第３項各号に掲げる場合に限る。）
における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として、会社法施行規則第
114条に定める方法により算定される額。

　
（3）取締役の報酬等
　① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、金銭報酬のみで固定報酬、役員賞与、役員退職慰労引当金で構成さ
れております。監査等委員を除く取締役の報酬については、2019年５月29日開催の株主総
会にて限度額総額を年額400,000千円以内と決議されており、取締役会において各取締役
の担当職務、業績及び貢献度等を総合的に勘案し協議の上決定しております。監査等委員で
ある取締役の報酬につきましても2019年５月29日開催の株主総会にて限度額総額を年額
70,000千円以内と決議されており、監査等委員会において常勤と非常勤の別、業務の分担
等を総合的に勘案し協議の上決定しております。
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　② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等
の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績

連動報酬 賞与 退職
慰労金

取締役
(監査等委員及び
社外取締役を除く)

207,275 153,750 － 25,625 27,900 7

取締役
（監査等委員）
（社外取締役を除く）

18,750 15,000 － 2,500 1,250 1

社外取締役
（監査等委員を除く） 7,500 6,000 － 1,000 500 1
社外取締役
（監査等委員） 22,500 18,000 － 3,000 1,500 3
（注）１．賞与には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額8,075千円（監査等委員ではない取締役８名に対

し6,700千円、監査等委員である取締役４名に対し1,375千円）が含まれております。
２．退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額31,150千円（監査等委員ではない取締
役８名に対し28,400千円、監査等委員である取締役４名に対し2,750千円）が含まれております。

（4）社外役員に関する事項
　 ① 他の法人等の重要な兼職の状況
　

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 齋 藤 富 雄 公益財団法人ひょうご環境創造協会会長
関西国際大学セーフティマネジメント教育研究所長

取 締 役
（監査等委員） 前 田 憲 作 前田憲作税理士事務所代表（税理士）

取 締 役
（監査等委員） 澤 田 恒 澤田・中上・森法律事務所（弁護士）

神姫バス株式会社監査役
　

（注）当社と上記兼職先との間には特別の関係はありません。
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　 ② 社外役員の主な活動状況等
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 齋 藤 富 雄
当事業年度開催の取締役会（全14回）の全てに出席し、地
方公共団体での豊富な経験を背景とした深い見識に基づき、
社外取締役として議案・審議等について必要な発言を適宜行
っております。

取 締 役
（監査等委員） 木 村 武 志

当事業年度開催の取締役会（全14回）及び監査等委員会
（全14回）の全てに出席し、総合商社における役員経験など
豊富な経験を背景に、会社に対する深い見識に基づき、議
案・審議等について必要な発言を適宜行っております。

取 締 役
（監査等委員） 前 田 憲 作

当事業年度開催の取締役会（全14回）及び監査等委員会
（全14回）の全てに出席し、必要に応じ、主に税理士として
の専門的見地から、当社の税法上の問題点についての発言を
行っております。

取 締 役
（監査等委員） 澤 田 恒

当事業年度開催の取締役会（全14回）及び監査等委員会
（全14回）の全てに出席し、必要に応じ、主に弁護士として
の専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維
持についての発言を行っております。

　

　
５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人
　
（2）会計監査人との責任限定契約に関する事項
　 （責任限定契約の内容の概要）

当社は、2006年５月26日開催の第40回定時株主総会で定款を変更し、会計監査人の
責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款に基づき、当社が会計監査人有限責任 あずさ監査法人と締結した責任限定契
約の概要は、次のとおりであります。
会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任
について、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合を除き、監査報酬そ
の他の職務執行の対価として受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち
最も高い額に２を乗じて得た額をもって損害賠償責任の限度とする。
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（3）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

区 分 支 払 額
公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 29,000千円
当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,000千円

　

（注）１．監査等委員会は、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画、会計監査人の職務遂行状況、報
酬の見積りの相当性などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意しております。

２．公認会計士法第２条第１項の業務については、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しておりま
す。

　
（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合には、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定し
た監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨
と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等から監査の適正性が確保できないと
認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
議いたします。

６．会社の体制及び方針
（1）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他業務の適正を
確保するための体制
当社は、2006年５月16日開催の取締役会におきまして、業務の適正を確保するための内
部統制システム構築の基本方針に関し決議をしており、2019年5月29日開催の取締役会に
おきまして一部改定いたしました。その概要は次のとおりであります。

　 （内部統制システム構築の基本方針）
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンス規程を制定し「当社の役職員は、当社の社会的責任と公的使命
の重みを認識し法令やルールを厳格に遵守するとともに、企業倫理を重視した行動を通じ
て、経営理念である地域とともに発展する会社をめざす」といった基本方針の徹底に努め
るとともに、具体的な行動の指針として「コンプライアンス規程」「内部通報規程」「取引
先管理規程」のほか、各種マニュアル等を制定・整備する。また、内部統制委員会をコン
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プライアンスの統括部署として定め、当社における法令遵守体制を総合管理するととも
に、各部の法令遵守状況を検証し、必要に応じて改善を要請する。さらに各部に「コンプ
ライアンスオフィサー」を配置し、法令等の遵守状況の評価、モニタリング、研修活動
等、日常的なコンプライアンス活動を行う。
内部統制委員会事務局は、内部統制委員会における協議結果等を踏まえ、定期的または
必要に応じて取締役会等にコンプライアンスの状況等について報告を行う。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等、社内の重要な会議については「会議規程」に則して議事録を作成・保管す
るとともに、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的
媒体に記録、保存する。
また、取締役及び監査等委員である取締役は、「文書管理規程」等に基づき、常時これ
らの文書等を閲覧することができるものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会において「リスク管理規程」を制定し、当社を取り巻くリスクカテゴリー毎の

所管部署を定めるとともに、組織横断的にリスクを管理するため、「内部統制委員会」に
おいて適時・適切に協議を行う。
所管部署においては、所管するリスクを適切に管理するための規程・マニュアル等を制
定するとともに把握したリスクについて、適時適切に取締役会等への報告を行う。
「内部統制委員会」は所管部署において把握されたリスクを網羅的、統合的に管理す
る。
監査等委員及び内部監査室は各部署のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会等
へ報告を行う。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、「組織規程」「職制規程」「職

務権限規程」を制定するとともに、経営の意思決定のための重要な事項を審議し、経営活
動全般を総合的に把握することによる経営効率の向上に資することを目的に「常務会」を
設置する。
また、中期経営計画を策定し、それに基づく事業部門毎の予算の設定とシステムを活用
した月次管理を行い、その結果を取締役会等へ報告のうえ、業績のレビューと対応策等に
ついて決定する。
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⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
現在当社は、対象となるべき子会社はないが、将来において子会社等を設立した場合に

は、業務の適正を確保する体制の整備を行うこととする。
⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等
委員会と協議のうえ、補助すべき使用人を指名することができる。
監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委

員会に移譲されたものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの指揮命令は
受けないこととする。
⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他報告をしたことを理由
として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社の経営に対し
て重要な影響を及ぼすおそれのある事項や不正行為並びにコンプライアンスに違反する事
項を発見、認識した場合には、速やかに報告を行う体制を整備する。
報告の具体的な方法については、取締役と監査等委員会との協議により決定する。
また、「内部通報規程」の主旨に沿い、報告者に対する不利益な扱いは禁止する。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員である取締役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するた
め、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に係る
重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができる。
さらに監査等委員会と代表取締役社長との間で定期的な意見交換会を設定する。
また、監査等委員である取締役がその職務の遂行にあたって費用の支払（仮払含む）等

を請求した場合、明らかに監査等委員である取締役の職務と関係しないと認められる場合
を除き、速やかに応じるものとする。

　 （内部統制システムの運用状況の概要）
上記に掲げた内部統制システムの施策及び規定に従って、原則月一回代表取締役社長を
委員長とする内部統制委員会を開催し、具体的な取組を行うとともに内部統制システムの
運用状況に重要な不備がないかモニタリングを常時行っております。併せて情報セキュリ
ティ、インサイダー取引防止等内部統制に関する社員研修を適宜実施しております。
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（2）反社会的勢力排除に向けた基本方針
当社は、2008年３月21日開催の取締役会におきまして、反社会的勢力との取引等を未然

に防止するためのルール整備の一環として「取引先管理規程」を制定したことに伴い、反社
会的勢力排除に向けた基本的な考え方を制定し、社内ルールを整備いたしました。その概要
は次のとおりであります。

　 （反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方）
① 企業の社会的責任やコンプライアンス重視の経営といった観点から、反社会的勢力とは
一切取引を行わない。

② 反社会的勢力へは組織レベルで対応することとし、全社を挙げて体制整備に努める。
③ 反社会的勢力からの不当要求に対しては断固としてこれを拒み、必要に応じて弁護士を
はじめとした外部の専門家への相談等を行う。

④ 役職員に対して各種の会議等において反社会的勢力とは取引を行わないよう注意を促
し、役職員の意識の徹底を図る。

　 （反社会的勢力排除に向けた整備の状況）
① 反社会的勢力との取引等を未然に防止するためのルール整備の一環として「取引先管理
規程」を制定しております。

② 反社会的勢力でない旨の確認・記録のため、「反社会的勢力チェック表」を制定し、新
規取引等に係る稟議書に添付しております。

③ 新規取引等において、過去の新聞等の記事検索等を行うことで、取引先が反社会的勢力
でないことの確認を行っております。

　
（3）剰余金の配当等の決定に関する方針
① 当社は、株主への利益還元を第一と考え、継続的かつ安定的な配当を機動的に遂行する
ことを目的に、中間配当につきましては毎年８月31日を基準日として、取締役会の決
議をもって株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うこ
とができる旨を定めております。なお、内部留保金の使途につきましては、今後の経営
環境の変化に対応すべく、財務体質の強化及び将来の事業展開に充当する予定であり、
資金の有効活用による企業価値向上を図っていく方針であります。
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② 当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営上の
施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づ
き、取締役会の決議をもって市場取引等によって自己の株式を取得することができる旨
を定めております。

　
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告に記載の金額及び株式数については表示単位未満の端数を切り捨て、比率その他については四

捨五入して表示しております。また戸数の記載については共同事業（出資割合により計算）を含むため、
小数点以下を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
　

（2021年２月28日現在） （単位：千円）
　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）

【流 動 資 産】
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
リ ー ス 債 権
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

【63,610,343】
11,835,033

13,696
855,330

11,145,111
39,447,762

70,080
251,483
△8,154

【28,725,291】
［26,297,411］
12,400,468

62,819
75

41,400
13,651,976

9,745
130,924
［620,759］
598,631
14,525
7,601

［1,807,120］
311,547
125,000
3,090
16,750
403,402
216,874
747,348
△16,892

（負 債 の 部）
【流 動 負 債】 【32,269,534】

買 掛 金 3,974,482
電 子 記 録 債 務 3,699,557
短 期 借 入 金 9,114,200
１年内償還予定の社債 324,500
１年内返済予定の長期借入金 10,094,998
未 払 金 222,131
設 備 関 係 未 払 金 4,433
未 払 法 人 税 等 266,149
未 払 消 費 税 等 78,646
前 受 金 4,028,325
預 り 金 91,901
リ ー ス 債 務 1,576
前 受 収 益 155,445
賞 与 引 当 金 119,865
役 員 賞 与 引 当 金 8,075
完 成 工 事 補 償 引 当 金 13,000
資 産 除 去 債 務 4,738
そ の 他 67,508

【固 定 負 債】 【35,183,723】
社 債 610,050
長 期 借 入 金 33,049,655
長 期 預 り 保 証 金 409,986
退 職 給 付 引 当 金 229,244
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 516,185
リ ー ス 債 務 9,208
資 産 除 去 債 務 290,259
そ の 他 69,132
負 債 合 計 67,453,257
（純 資 産 の 部）

【株 主 資 本】 【24,959,705】
資 本 金 ［1,403,091］
資 本 剰 余 金 ［1,448,280］
資 本 準 備 金 1,448,280

利 益 剰 余 金 ［22,108,456］
利 益 準 備 金 20,100

　そ の 他 利 益 剰 余 金 22,088,356
　別 途 積 立 金 13,000,000
　繰 越 利 益 剰 余 金 9,088,356

自 己 株 式 ［△121］
【評価・換算差額等】 【△77,328】
その他有価証券評価差額金 ［△29,336］
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ［△47,991］
純 資 産 合 計 24,882,377

資 産 合 計 92,335,634 負 債 ・ 純 資 産 合 計 92,335,634
　

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
　

（2020
2021

年３月
年２月

１
28
日から
日まで） （単位：千円）

　

科 目 金 額
売 上 高
不 動 産 売 上 高 36,551,204
不 動 産 賃 貸 収 入 等 3,255,574 39,806,779

売 上 原 価
不 動 産 売 上 原 価 31,380,981
不 動 産 賃 貸 原 価 1,737,115 33,118,097
売 上 総 利 益 6,688,681

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,950,948
営 業 利 益 2,737,732

営 業 外 収 益
受 取 利 息 526
受 取 配 当 金 4,578
受 取 手 数 料 4,152
保 険 解 約 返 戻 金 4,439
還 付 加 算 金 3,275
そ の 他 4,418 21,391

営 業 外 費 用
支 払 利 息 680,137
資 金 調 達 費 用 103,235
そ の 他 57,705 841,078
経 常 利 益 1,918,045

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 153,878 153,878
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 65,134
減 損 損 失 73,330
固 定 資 産 除 却 損 24,221 162,686

税 引 前 当 期 純 利 益 1,909,237
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 664,000
法 人 税 等 調 整 額 △22,529 641,470
当 期 純 利 益 1,267,767

　

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
　

（2020
2021

年３月
年２月

１
28
日から
日まで） （単位：千円）

　

区 分

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,403,091 1,448,280 1,448,280 20,100 13,000,000 8,209,080 21,229,180 △121 24,080,429

当 期 変 動 額
剰余金の配当 △388,491 △388,491 △388,491

当 期 純 利 益 1,267,767 1,267,767 1,267,767

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － － 879,276 879,276 － 879,276

当 期 末 残 高 1,403,091 1,448,280 1,448,280 20,100 13,000,000 9,088,356 22,108,456 △121 24,959,705
　

区 分
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △24,099 △77,634 △101,734 23,978,695

当 期 変 動 額
剰余金の配当 △388,491

当 期 純 利 益 1,267,767

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △5,236 29,642 24,406 24,406

当期変動額合計 △5,236 29,642 24,406 903,682

当 期 末 残 高 △29,336 △47,991 △77,328 24,882,377
　

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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（個別注記表）
１．継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

　
２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
　 ① 有価証券

その他有価証券
時価のあるものについては、事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
時価のないものについては、移動平均法による原価法によっております。なお、投資有価証券のう
ち、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を
基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

　 ② デリバティブ取引
時価法によっております。

　 ③ たな卸資産
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。

　
（2）固定資産の減価償却の方法
　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 ２年～47年

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を
採用しております。

　 ③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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（3）引当金の計上基準
　 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金
従業員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担する金額を計上しております。

　 ③ 役員賞与引当金
役員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担する金額を計上しております。

　 ④ 完成工事補償引当金
分譲マンション引渡後の補償工事費用の支出に備えるため、過去の実績に基づく将来の補償工事見込額
を計上しております。

　 ⑤ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末
において発生していると認められる額を計上しております。

　 ⑥ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
　

（4）収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

　
（5）その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間で均等償却

を行っております。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
　 ① 担保に供している資産

普 通 預 金 211,876千円
定 期 預 金 1,570,169千円
販 売 用 不 動 産 8,371,730千円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 30,698,231千円
建 物 11,178,730千円
土 地 12,089,073千円
合 計 64,119,811千円

（注）担保に供した定期預金のうち162,926千円は、宅地建物取引業法に定める手付金等の保全措置として西
日本住宅産業信用保証株式会社に対して保証基金に充てるため拠出しているものであります。

　 ② 担保に係る債務
短 期 借 入 金 8,361,200千円
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 268,500千円
１年内返済予定の長期借入金 9,992,576千円
社 債 266,050千円
長 期 借 入 金 31,506,077千円
保 証 債 務 14,212千円
合 計 50,408,617千円

（2）所有目的の変更に伴う振替について
有形固定資産のうち２物件土地433,736千円を仕掛販売用不動産へ、また、販売用不動産のうち６物件

537,880千円を有形固定資産（建物122,428千円、土地415,451千円）を所有目的の変更に伴い、それぞ
れ振り替えております。

（3）有形固定資産の減価償却累計額 8,332,491千円
　
（4）保証債務

分譲マンション購入者（７名）の銀行借入金14,212千円に対して保証を行っております。
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（5）短期借入金及び長期借入金に係る財務制限条項について
当社の短期借入金及び長期借入金のうち、次に記載する短期借入金及び長期借入金については、それぞれ

以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、当該借入金について期限
の利益を喪失するおそれがあります。

　 ① 長期借入金(4,589,618千円)に係る財務制限条項（シンジケートローン契約）
(a) 2011年２月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、2010年２月
期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75％以上に維持すること。

(b) 2011年２月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、２期連続（初回を
2011年２月期及び2012年２月期の２期とする。）で損失としないこと。

　 ② 長期借入金(370,013千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
(a) 単体貸借対照表の純資産合計金額を、2012年２月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合
計金額の75％以上に維持すること。

(b) 単体損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を2012年２月期及び2013年２月期の２期とする。)
で、損失としないこと。

　 ③ 短期借入金(1,604,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
(a) 2014年２月期以降の決算期(第２四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資
産の部の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

(b) 2013年２月期以降の決算期(第２四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益
を２期連続して損失とならないようにすること。

　 ④ 長期借入金(213,000千円)に係る財務制限条項
(a) 本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第２四半期を含まない。)の末日に

おける単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2015年２月期(16,624百万円)比80％以上に
維持すること。

(b) 本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第１四半期・第２四半期・第３四半
期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失とならないように
すること。

　 ⑤ 短期借入金(1,628,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
(a) 2016年２月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)の末日における単体の貸借対照表における
純資産の部の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

(b) 2016年２月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)における単体の損益計算書に示される経常
損益を２期連続して損失とならないようにすること。

　 ⑥ 長期借入金(727,000千円)に係る財務制限条項
(a) 本契約締結日以降の決算期（第２四半期を含まない。）の末日における単体の貸借対照表の純資産合

計金額が、単体の貸借対照表における純資産の部（資本の部）の金額を、前年同期比75％以上に維持
すること。
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(b) 本契約締結日以降の決算期（第２四半期を含まない。）における単体の損益計算書に示される経常損
益を２期連続損失とならないようにすること。

　 ⑦ 長期借入金(796,176千円)に係る財務制限条項
(a) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以

上に維持すること。
(b) 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないよ
うにすること。

　 ⑧ 長期借入金(914,000千円)に係る財務制限条項
(a) 単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年２月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の

純資産合計金額の75％以上に維持すること。
(b) 単体損益計算書の経常損益を２期連続(初回を2018年２月期及び2019年２月期の２期とする。)で損

失としないこと。
　 ⑨ 長期借入金(3,697,000千円)に係る財務制限条項

(a) 単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年２月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の
純資産合計額の75％以上に維持すること。

(b) 単体損益計算書の経常利益を２期連続(初回を2018年２月期及び2019年２月期の２期とする。)で損
失としないこと。

　 ⑩ 長期借入金(1,046,000千円)に係る財務制限条項
(a) 単体貸借対照表の純資産合計金額を2020年２月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の

純資産合計額の75％以上に維持すること。
(b) 単体損益計算書の経常損益を２期連続(初回を2020年２月期及び2021年２月期の２期とする。)で損

失としないこと。

４．損益計算書に関する注記
（1）売上原価に関する事項

不動産売上原価の金額には、たな卸資産評価損44,709千円が含まれております。
　
（2）資金調達費用に関する事項

金融機関からの資金調達に際して、シンジケートローン等の手数料として103,235千円を金融機関に支払
っております。

（3）固定資産売却損に関する事項
固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
土地 48,545千円
建物 16,588千円
合計 65,134千円
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（4）減損損失に関する事項
当社は、以下の資産について減損損失を計上いたしました。
用 途 場 所 種 類 金額（千円）

賃貸不動産
神戸市長田区 建物 49,778

神戸市須磨区 土地 23,551

合 計 73,330
　
　 （経緯）
　 賃貸物件の収益性の低下により投資の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額
　 まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
　
　 （グルーピングの方法）
　 原則として事業部別に区分し、賃貸用不動産については、個々の物件を単位としております。

　 （回収可能価額の算定方法等）
　 回収可能価額は、正味売却価額により測定し、正味売却価額は、適切に市場価格を反映していると考えら
　 れる指標等を用いて合理的に算定しております。

（5）固定資産除却損に関する事項
固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
建物 24,221千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数

　

株式の種類 当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 11,100,000 － － 11,100,000

（2）自己株式に関する事項
　

株式の種類 当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 248 － － 248
　
（3）配当に関する事項
　 ① 当事業年度中の配当金支払額
　

決議 株式の種類 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2020年５月27日
開催の定時株主総会 普通株式 388,491 35.00 2020年

２月29日
2020年
５月28日

　 ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年５月27日開催予定の第55回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

　

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2021年５月27日
開催予定の定時株主総会 普通株式 利益剰余金 388,491 35.00 2021年

２月28日
2021年
５月28日
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６．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
たな卸資産評価損失 182,235千円
役員退職慰労引当金 157,849千円
たな卸資産減価償却相当額 114,020千円
減損損失 107,355千円
資産除去債務 90,210千円
退職給付引当金 70,102千円
減価償却超過額 56,163千円
賞与引当金 36,654千円
繰延ヘッジ損益 21,140千円
未払事業税 21,114千円
その他 56,293千円
繰延税金資産 小計 913,141千円
評価性引当額 △446,611千円
繰延税金資産 合計 466,530千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 57,391千円
その他 5,736千円
繰延税金負債 合計 63,128千円

繰延税金資産の純額 403,402千円
　

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異発生の主な原因別内訳
法定実効税率 30.58％
（調整）
交際費等の永久差異に係るもの 0.44％
評価性引当額の増減 1.09％
その他 1.49％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.60％
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７．リースにより使用する固定資産に関する注記
（1）ファイナンス・リース取引

該当リース資産はありません。
　

（2）オペレーティング・リース取引（解約不能のもの）
該当リース資産はありません。

８．金融商品に関する注記
（金融商品の状況に関する事項）
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、主に分譲マンション及び賃貸不動産等の不動産開発事業を行うため、必要な資金を銀行借入や社
債発行により調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
資金運用については、短期的な預金等による安全性の高い金融資産での運用に限定しております。
デリバティブは、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であ
ります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
売掛金は、主として賃貸不動産に係る賃貸収入の滞納額であり、主に個人顧客の信用リスクに晒されてお
ります。
　また、リース債権は賃貸不動産に係るものであり、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する金融機関の債券、企業の株式、匿名組合出資金であり、発行

体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である、買掛金及び電子記録債務は、１年以内に支払期日が到来するものであります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に分譲マンション及び
賃貸不動産等の不動産開発事業に係る資金調達であります。変動金利による借入金については、金利の変動
リスクに晒されておりますが、そのうちの一部については、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッ
ジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避することを目
的とした金利スワップ取引であります。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
は、次のとおりであります。

　 ① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、

特例処理によっております。
　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・変動金利建て借入金
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　 ③ ヘッジ方針
当社の内規に基づき、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で、変動金利建ての借入金に対し
て、金利スワップ取引でキャッシュ・フローヘッジを行っております。

　 ④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の間に高い相関関係があ
ることを定期的に確認し、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理の要件を満たしている
金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
　 ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

売掛金のうち、不動産賃貸事業については、入居申し込みの際に当社の審査基準に照らし、厳正な審査
のもと、契約締結を行っております。また、滞納が生じた場合には、顧客ごとの期日管理及び残高管理を
行うとともに、当社の滞納回収マニュアルに基づいて早期に回収手続きを行っております。その他営業債
権については、取引開始時に事前審査で取引先の信用度を確認しており、信用リスクはほとんどないと認
識しております。
リース債権については、契約の際、事前調査で信用度の高い取引先に限定して契約締結しており、契約

不履行による信用リスクはほとんどないと認識しております。
　デリバティブ取引については、カウンターパーティー・リスクを軽減するために、高格付を有する金融
機関に限定しております。

　 ② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握することにより、

管理しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社の内規に従って行っており、総合企画部財務経理課に
おいて定期的に変動状況を把握し、担当取締役へ報告しております。
金利スワップ取引以外の変動金利の借入金については、各金融機関ごとの借入金利の一覧表を定期的に
作成し、借入金利の変動状況のモニタリングを行うとともに担当取締役への報告により管理しておりま
す。

　 ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いの実行ができないリスク）の管理
当社は、総合企画部財務経理課において、毎月の各部署からの報告に基づき、月次資金計画を作成・更
新し、一定水準の手元資金を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リス
クを示すものではありません。

（5）信用リスクの集中
当社の取引先は、主に個人顧客であるため、該当事項はありません。

　
（金融商品の時価等に関する事項）
2021年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）をご参照
下さい）。

　

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1）現金及び預金 11,835,033 11,835,033 －
（2）リース債権 855,330 855,330 －
（3）投資有価証券
　 その他有価証券 109,638 109,638 －
　 資産 合計 12,800,002 12,800,002 －
（1）買掛金 3,974,482 3,974,482 －
（2）電子記録債務 3,699,557 3,699,557 －
（3）短期借入金 9,114,200 9,114,200 －
（4）前受金 4,028,325 4,028,325 －
（5）社債
　 （１年内償還予定分含む） 934,550 923,976 △10,573

（6) 長期借入金
　 （１年内返済予定分含む） 43,144,654 43,144,384 △270

　 負債 合計 64,895,769 64,884,925 △10,843
デリバティブ取引（※) (69,132) (69,132) －

　

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合
は、（ ）で表示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（資 産）
（1）現金及び預金

預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（2）リース債権

リース債権の時価は、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引
いた現在価値により算定しております。

（3）投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。

（負 債）
（1）買掛金、（2）電子記録債務、（3）短期借入金、並びに（4）前受金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

（5）社債
当社の発行する社債の時価は、取引金融機関が全額引受人となる私募債であり、変動金利によるものは短

期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額
と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計
額を、同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、当該社債は、１年内償還予定の社債を含んでおります。

（6）長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていな
いことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利
によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方
法によっております。
なお、当該長期借入金は、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されており、決算日における契約額又は契約において定め
られた元本相当額等は、次のとおりであります。

　

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主な
ヘッジ対象

契約額等
（千円）

契約額等
のうち
１年超
（千円）

時価
（千円）

当該時価
の算定方法

原則的
処理方法

金利スワップ取引
支払固定・受取変動 長期借入金 2,258,200 2,080,800 △42,929

取引先金融機関から
提示された価格等に
よっております。

原則的
処理方法

金利スワップ取引
支払固定・受取変動 長期借入金 796,176 761,568 △26,202

取引先金融機関から
提示された価格等に
よっております。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　

区分 貸借対照表計上額(千円)
非上場株式 58,500
匿名組合出資金 143,409
関係会社株式 125,000
合計 326,909

　

非上場株式及び匿名組合出資金は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3）投資有価証券 その他有価証券」には含めてお
りません。
　また、関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示
には含めておりません。

（注３）金銭債権 （単位：千円）
　

区分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 11,835,033 － － －
リース債権 18,882 90,590 156,495 589,363
　 合 計 11,853,915 90,590 156,495 589,363
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（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 （単位：千円）
　

区分 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 9,114,200 － － － － －
社債 324,500 224,300 64,500 145,250 56,000 120,000
長期借入金 10,094,998 19,597,355 6,449,320 1,973,567 651,166 4,378,247

合 計 19,533,698 19,821,655 6,513,820 2,118,817 707,166 4,498,247
　
９．賃貸等不動産に関する注記

当社では、主に兵庫県及びその他の地域において、賃貸住宅及び賃貸商業施設等を所有しております。当事
業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,105,606千円（賃貸収入は売上高、賃貸費用は売上原
価）であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び当事業年度末の時価は、次のとおりで
あります。

　

貸借対照表計上額
当事業年度末の時価

（千円）当事業年度期首残高
（千円）

当事業年度増減額
（千円）

当事業年度末残高
（千円）

24,792,350 △551,539 24,240,811 26,889,938
　

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額であります。
２．当事業年度増減額のうち、主な増加額は賃貸不動産の購入等による増加額585,280千円、たな卸資

産からの振替による537,880千円であり、主な減少額は賃貸不動産の除売却による644,901千円、
減価償却費516,791千円、たな卸資産への振替による433,736千円であります。

３．当事業年度末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づ
く金額、その他の物件については、適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて自
社で算定した金額であります。

　
10. 持分法損益等に関する注記
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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11. 関連当事者との取引に関する注記
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　
12. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,241円71銭
１株当たり当期純利益 114円22銭
（注）１株当たり情報の数値については、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。なお、１

株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。
普通株式に係る当期純利益 1,267,767千円
普通株式の期中平均株式数 11,099,752株

　
13. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2021年４月12日

和田興産株式会社
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
　神戸事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 黒 木 賢 一 郎 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 青 木 靖 英 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、和田興産株式会社の2020
年３月１日から2021年２月28日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、2020年3月1日から2021年2月28日までの第55期事業年度における
取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告
いたします。

１．監査の方法及びその内容
　 監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する
取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しま
した。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連
携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項
の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について
検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年４月23日
和田興産株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員幸 嶋 正 明 ㊞
社外監査等委員木 村 武 志 ㊞
社外監査等委員前 田 憲 作 ㊞
社外監査等委員澤 田 恒 ㊞

　
　

以 上
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株主総会参考書類
　
議案及び参考事項
　第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけており、安

定的な配当の維持、継続を基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、業績に応じた利益還元に努めるとともに、経営体質の一層
の強化と今後の事業展開等を勘案し、内部留保にも意を用い、次のとおり、普通株式１株につ
き35円とさせていただきたいと存じます。
なお、前期は普通株式１株につき普通配当34円と記念配当１円を実施いたしましたが、当

期は普通配当を１円増配するものであります。

期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類
　 金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき35円 総額388,491,320円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
　 2021年５月28日
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　第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期
満了となります。
つきましては、経営の透明性の向上を図るため社外取締役１名を増員し、取締役（監査等委

員である取締役を除く。）９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

わ だ のり まさ

和 田 憲 昌
（1938年12月７日生）

1962年４月 三ツ星ベルト株式会社入社
1966年12月 和田興産有限会社専務取締役
1979年９月 和田興産株式会社に改組 専務取締役
1982年２月 当社代表取締役専務（共同代表)
1990年５月 当社代表取締役社長
2008年５月 当社代表取締役会長

（現在に至る）

1,359,500株

[取締役候補者とした理由]
　同氏は代表取締役会長の任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有して
おります。また、当社設立当初より55年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行
していることから、当社取締役として適任であると判断し、引続き取締役候補者とするものでありま
す。

２

たか しま たけ ろう

高 島 武 郎
（1948年７月５日生）

1971年４月 株式会社神戸銀行（現株式会社三井住友銀
行）入行

2002年６月 京阪神興業株式会社常務取締役
2007年６月 同社取締役専務執行役員
2011年７月 当社顧問
2012年５月 当社代表取締役社長

(現在に至る）

5,000株

[取締役候補者とした理由]
　同氏は代表取締役社長の任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有して
おります。また、2012年５月より９年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行し
ていることから、当社取締役として適任であると判断し、引続き取締役候補者とするものでありま
す。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３

わ だ たけ なお

和 田 剛 直
（1971年９月３日生）

1996年４月 UCC上島珈琲株式会社入社
1996年12月 当社入社
2005年５月 当社取締役
2005年６月 当社取締役社長室長
2008年３月 当社取締役
2008年５月 当社常務取締役
2012年５月 当社専務取締役
2020年５月 当社取締役副社長

(現在に至る）
（現在の担当）
社長補佐

1,054,000株

[取締役候補者とした理由]
　同氏は副社長の任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しておりま
す。また、2005年５月より16年間当社取締役として企業経営及び対外活動に従事し、職務を適切に
遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引続き取締役候補者とするものであ
ります。

４

よこ やま かつ ひさ

横 山 勝 久
（1957年２月19日生）

1980年４月 株式会社大阪銀行（現株式会社関西みらい銀
行）入行

2004年６月 当社入社
2012年５月 当社執行役員総務部長
2014年５月 当社取締役総務部長
2016年４月 当社取締役
2016年５月 当社常務取締役

（現在に至る）
（現在の担当）
総務部 保険業務室 ＩＴ推進室 業務審査室統括責任者

10,000株

[取締役候補者とした理由]
　同氏は総務部門等の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知
識を有しております。また、2014年５月より７年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適
切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引続き取締役候補者とするもの
であります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

５

はま もと さとし

濱 本 聡
（1965年３月４日生）

1995年11月 当社入社
2014年５月 当社執行役員分譲事業第二部長
2016年４月 当社執行役員
2016年５月 当社取締役
2019年５月 当社常務取締役

（現在に至る）
（現在の担当）
分譲マンション事業第一部 第二部 第三部 発注支援室
プロジェクト支援室 戸建事業部 事業推進部統括責任者

55,000株

[取締役候補者とした理由]
　同氏は分譲事業部門等の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度
な知識を有しております。また、2016年５月より５年間当社取締役として企業経営に従事し、職務
を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引続き取締役候補者とする
ものであります。

６

みぞ もと とし や

溝 本 俊 哉
（1961年１月16日生）

1983年４月 株式会社大阪銀行（現株式会社関西みらい銀
行）入行

2005年11月 当社入社
2010年５月 当社執行役員企画部長
2016年４月 当社執行役員総合企画部長
2016年５月 当社取締役総合企画部長

（現在に至る）
（現在の担当）
総合企画部 ブランド戦略室統括責任者

2,000株

[取締役候補者とした理由]
　同氏は総合企画部門等の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度
な知識を有しております。また、2016年５月より５年間当社取締役として企業経営に従事し、職務
を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引続き取締役候補者とする
ものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

７

み き けん じ

三 木 健 司
（1959年３月８日生）

1989年５月 当社入社
2016年５月 当社執行役員分譲マンション事業部長
2018年５月 当社上席執行役員分譲マンション事業部長
2019年５月 当社取締役分譲マンション事業部長
2020年４月 当社取締役分譲マンション事業第三部長

（現在に至る）

12,900株

[取締役候補者とした理由]
　同氏は分譲事業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な
知識を有しております。また、2019年５月より２年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を
適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引続き取締役候補者とするも
のであります。

８

さい とう とみ お

齋 藤 富 雄
（1945年１月20日生）

1963年４月 兵庫県採用
1990年４月 同秘書課長
1993年４月 同知事公室次長兼秘書課長
1995年４月 同西播磨県民局長
1996年４月 同防災監
2001年４月 同出納長
2001年９月 同副知事
2009年10月 公益財団法人兵庫県国際交流協会理事長
2015年５月 当社取締役

（現在に至る）
2017年４月 公益財団法人兵庫県国際交流協会副会長
2020年３月 同 退任
（重要な兼職の状況）
公益財団法人ひょうご環境創造協会会長
関西国際大学セーフティマネジメント教育研究所長

3,000株

[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等]
　同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政における長年の経験や兵庫県副知事と
して培ってきた豊富な知見に基づき、これまで当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場から
適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して、透明性の向上及び監督機能の強
化に繋がるものと期待し、引続き社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏の当社の社外
取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

９

たに ぐち とき ひろ

谷 口 時 寛
（1955年１月５日生）

※

1977年４月 神戸市採用
1993年４月 同市長室主幹
1994年４月 同長田区まちづくり推進課長
1997年４月 同産業振興局経済振興課長
2001年４月 同企画調整局調査室長
2004年４月 同保健福祉局総務部長
2008年４月 同環境局長
2010年４月 同産業振興局長
2014年４月 同監査委員
2018年３月 同 退任
2020年３月 社会福祉法人イエス団監事

（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
社会福祉法人イエス団監事

0株

[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等]
　同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、神戸市政における豊富な経験や環境局長及
び産業振興局長として培ってきた幅広い知見により、社外取締役としての適切な遂行が可能であると
判断し、また、取締役会において専門的見地による適切な助言をいただくことで、透明性の向上及び
監督機能の強化に繋がるものと期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。

（注）1. ※は、新任の取締役候補者であります。
　 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 齋藤富雄氏及び谷口時寛氏は社外取締役候補者であります。
4. 当社は、齋藤富雄氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、法令が規定する額を
限度とする責任限定契約を締結しており、本総会において同氏の再任が承認された場合は、当該契
約を継続する予定であります。

　 また、谷口時寛氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定
であります。

5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、
被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により補填するこ
ととしております。その保険料は全額当社が負担しております。

　 各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容
での更新を予定しております。

6. 当社は、齋藤富雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再
任が承認された場合は、当社は引続き同氏を独立役員とする予定であります。

　 また、谷口時寛氏の選任が承認された場合は、新たに独立役員とする予定であります。
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7. 取締役候補者の所有する当社株式数は、2021年２月28日現在の状況を記載しております。

　第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの
で、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

こう しま まさ あき

幸 嶋 正 明
（1956年11月30日生）

1979年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀
行）入行

2014年10月 当社入社 内部監査室長
2019年５月 当社取締役（監査等委員）

　(現在に至る）

2,600株

[監査等委員である取締役候補者とした理由]
　同氏は金融機関における豊富な経験と監査業務に関する高度な知識を有しております。また、
2019年５月より２年間当社の監査等委員である取締役として、当社の事業活動に関し、大局的かつ
専門的な見地からの監査を適切に遂行していることから、その役割・責務を果たすに適任であると判
断し、引続き監査等委員である取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２

さわ だ ひさし

澤 田 恒
（1947年５月26日生)

1978年３月 澤田弁護士事務所開設
1994年６月 大和工業株式会社監査役
2005年４月 澤田・中上法律事務所開設
2006年６月 神姫バス株式会社監査役

（現在に至る）
2019年５月 澤田・中上・森法律事務所開設

（現在に至る）
2019年５月 当社取締役（監査等委員）

（現在に至る）
(重要な兼職の状況)
澤田・中上・森法律事務所 弁護士
神姫バス株式会社監査役

0株

[監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等]
　同氏は長年に亘る弁護士としての豊富な経験により高い見識と専門性を有するとともに、会社経営
に関し複数の企業の社外監査役としての職務を通じ、高度な知識を培っております。また、2019年
５月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営から独立した立場で法律面に係る専門的な
見地からの監査を適切に遂行しております。今後も弁護士としての専門的な知見を活かし、法的な観
点から経営全般の監督機能の実効性強化のため尽力していただくことを期待して、引続き監査等委員
である社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏の当社の監査等委員である社外取締役と
しての就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３

す なみ ただ あき

角 南 忠 昭
（1952年10月22日生）

※

1976年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀
行）入行

1983年４月 角南商事株式会社入社
1983年12月 同社取締役
1988年１月 同社常務取締役
1988年８月 同社代表取締役社長

（現在に至る）
1988年８月 スナミビジネスマシン株式会社代表取締役社

長
（現在に至る）

2013年５月 学校法人須磨浦学園理事長
（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
角南商事株式会社代表取締役社長
スナミビジネスマシン株式会社代表取締役社長
一般社団法人神戸経済同友会会計監事
学校法人須磨浦学園理事長

0株

[監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等]
　同氏は長年に亘る企業の役員としての職務や学校法人の理事長の職務等を通じ、経営者として豊富
な経験と高い見識を有しております。今般、独立した立場から当社の経営に参画いただくことで、当
社の事業活動や経営の健全性確保が強化されることが期待できる適切な人材であると判断し、新たに
監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４

その だ おさむ

薗 田 統
（1968年９月６日生）

※

1991年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀
行）入行

1996年10月 中央監査法人入社
2001年12月 応研株式会社入社
2004年９月 薗田公認会計士事務所開設

（現在に至る）
2015年２月 ジャパンフォース株式会社代表取締役社長

（現在に至る）
2016年８月 瑛智税理士法人代表社員

（現在に至る）
2019年６月 応研株式会社監査役

（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
薗田公認会計士事務所代表 公認会計士
ジャパンフォース株式会社代表取締役社長
瑛智税理士法人代表社員
応研株式会社監査役

0株

[監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等]
　同氏は公認会計士としての実務経験を背景に高度な知識と専門性を有するとともに、会社経営に関
し役員としての職務を通じ、高い見識を培っております。今般、監査等委員としての役割・責務を果
たすにあたり、特に会計、財務面に係る専門的な見地からの監査が期待できる適切な人材であると判
断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

　
（注）1. ※は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
　 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 澤田恒氏、角南忠昭氏及び薗田統氏は社外取締役候補者であります。
4. 当社は、幸嶋正明氏及び澤田恒氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、法令が
規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。本総会において両氏の選任が承認され
た場合は、当該契約を継続する予定であります。

　 また、角南忠昭氏及び薗田統氏の選任が承認された場合は、両氏との間で当該契約と同内容の責任
限定契約を締結する予定であります。

5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、
被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により補填するこ
ととしております。その保険料は全額当社が負担しております。

　 各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容
での更新を予定しております。

6. 当社は澤田恒氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の選任が
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承認された場合は、当社は引続き同氏を独立役員とする予定であります。
　 また、角南忠昭氏及び薗田統氏の選任が承認された場合は、両氏を新たに独立役員とする予定であ

ります。

第４号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により監査等委員である取締役を退任されます木村武志
氏、前田憲作氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の
範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委
員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。
本議案につきましては、監査等委員である取締役各氏において当社規定に基づき検討がなさ
れ、相当であると判断されました。
退任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

木
き む ら た け し

村 武 志
2005年５月 当社常勤監査役
2015年５月 当社監査役
2019年５月 当社取締役（監査等委員）（現在に至る）

前
ま え だ け ん さ く

田 憲 作 2002年５月 当社監査役
2019年５月 当社取締役（監査等委員）（現在に至る）

以 上

2021年04月21日 18時40分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 51 ―

〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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株主総会「会場」ご案内図
会　場：神戸市中央区栄町通四丁目２番13号　当社本店 WADAホール
電　話：078(361)1100(代表)

■最寄り駅からの徒歩ルート
○JR｢元町｣駅・阪神｢元町｣駅西口よりウインズ西の道を南へ。栄町通を右
　折ください。(徒歩約９分)
○阪急｢花隈｣駅東口より南下ください。(徒歩約３分)
○地下鉄｢みなと元町｣駅西口を出てすぐ。
※下記の地図は道案内用につき、一部の道を省略しております。予めご了承下さい。
※当日は駐車場の用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。

阪急｢花隈｣駅東口

地下鉄｢みなと元町｣駅西口

ＪＲ｢元町｣駅西口

阪神｢元町｣駅西口

Ｎ

2

和田
興産

ラーメン店

浜屋仏具

毎日新聞神戸ビル

損保ジャパン
兵庫県信用組合

南京町 大丸

ウインズ

JR神戸線

スターバックスコーヒー

ブティック

栄町通

元　町

元町商店街(アーケード)

読賣神戸ビル

ジーエスパーク

こうべまちづくり会館
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